
2020年度 予算案の補足説明

事務局長

１ 収入の部 支部活動費について

2020年度から算出方法が変更され，支部活動費の全量は減額されることになって

いるが，その金額は確定できない． 仮に100,000円としている．

2 加盟金は昨年度のチーム数を元に算定．

3 事業費，補助金，助成金

・事業費（市民体育大会を除く部分）は支部活動費に相当する金額を想定してい

る．

・補助金は加盟金に相当する金額を想定している．

・助成金は，ファレイア鳥取タルタルーガの中国リーグ参戦のみ確定．　その他は大会

の結果によるもので予算立てはしていない．予備費から拠出を想定している．

・事業費，補助金，助成金は，申請によるもので執行額には大きな変動があると思わ

れる．

・申請に対する承認は，会長および総務管掌副会長の合意により行われる．

4 コロナウイルスの感染拡大防止による活動制限の中，予算立てが困難であることを

承知していただきたい．


